




【期間】
短期：～５年
中期：５年～10年
長期：10年～20年以上

【都市基盤整備方針】
：都市基盤整備方針で
検討する取組

【実施主体】
：区民（住民）、下丸子在勤・在学の人など
：地元企業、鉄道事業者、開発事業者、商店街など
：大田区、東京都、国など

：目標時期を設定し、実施する取組または実
施に向けて検討・調整を行う取組など
：継続して実施する取組など




